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公益社団法人日本超音波医学会認定超音波専門医制度規則第５条第二号にいう、指定超音波医学

関連学会・研究会として、下記の学会・研究会を指定します。

これにより、下記学会・研究会における 3年間の会員歴を日本超音波医学会認定超音波専門医試

験受験資格の対象と致します。

・超音波ドプラ・新技術研究会

・日本消化器がん検診学会

・日本心エコー図学会

・日本整形外科超音波学会

・日本乳腺甲状腺超音波医学会

・日本脳神経超音波と栓子検出学会

・日本母体胎児医学会

・腹部エコー研究会

・日本呼吸器学会

・日本甲状腺学会

・日本泌尿器科学会

・日本ポイントオブケア超音波学会

・日本小児超音波研究会

注 1：(社)等の法人格の記載は、省略してある。

注 2：日本整形外科超音波学会（旧：日本整形外科超音波研究会）、超音波ドプラ・新技術研究会（旧：超音波ドプラ

研究会）、日本ポイントオブケア超音波学会（旧：Point-of-Care超音波研究会）は、名称が変更されました．

注 3：2025 年 1 月に，日本脳神経超音波学会と日本栓子検出と治療学会が合併し，日本脳神経超音波と栓子検

出学会となりました．


